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要旨：鉄道橋の設計基準では，従来より許容応力度設計法を用いてきたが，平成 4 年に限界状態設計法を，

平成 21 年に性能照査型設計体系を導入し，設計法の合理化を図っている。しかし，更なるコスト縮減が求め

られているなか，鋼・合成標準示方書や複合構造標準示方書において採用されている AASHTO や Eurocode

による断面分類（コンパクト断面，ノンコンパクト断面，スレンダー断面）を行い，断面強度を算定する設

計法が注目されている。そこで本検討では，この新たな設計法を鉄道用連続合成桁に適用した場合の合理化

効果を検証する目的で試設計検討を行い，新たな設計法により 5～10%程度の鋼重軽減の可能性を示した。 

キーワード：許容応力度設計法，限界状態設計法，コンパクト断面，鉄道用連続合成桁 

 

1. はじめに 

近年，鉄道橋の建設においては，周辺環境への影響に

配慮するため，騒音対策が重要な事項となっている。特

に新幹線において，鋼橋は桁下制限を受ける架道橋など

に適用されているが，遮音効果に優れるコンクリート床

版を有した合成桁を採用している。 

鉄道用合成桁の設計基準は，昭和 38 年に合成桁鉄道

橋設計示方書（案）が制定されて以来，許容応力度設計

法が用いられてきたが，平成 4 年の設計標準改訂に伴い

許容応力度設計法から限界状態設計法へ移行が行われ，

平成 21 年の設計標準改訂では，照査方法には限界状態設

計法を用いた性能照査型の設計体系が導入され，設計手

法の合理化が図られているところである。 

しかし，近年，更なるコスト縮減が求められているな

か，土木学会で鋼・合成構造標準示方書 1)や複合構造標

準示方書 2)において採用されているAASHTOやEurocode

による断面分類（コンパクト断面，ノンコンパクト断面，

スレンダー断面）を行い，断面強度を算定する設計法（以

下，コンパクト断面とする）が注目されている。 

コンパクト断面を用いた設計の特徴としては，鋼部材

に塑性化を許容し全塑性モーメントを使用している点で

あり，従来の鋼部材に弾性範囲のみを用いる設計法より

も経済性に優れる可能性がある。鋼部材に塑性化を許容

し全塑性モーメントを使用する例としては，すでに鉄道

構造物における鉄筋コンクリート構造や鉄骨鉄筋コンク

リート構造に対する設計法 3）4）が知られており，鋼とコ

ンクリートの合成構造にコンパクト断面を用いた設計は，

思想的にこれに類似する設計法とも考えられる。 

道路橋においては種々の検討が行われ，実橋への適用

事例 5）が 1 件あるが，鉄道橋での適用事例は無く，筆者

らは鉄道用単純合成桁 2 橋に対して試設計と有限要素法

解析による検証を行い，コスト縮減に直結する鋼重軽減

効果が約 1 割程度期待出来る可能性を示した 6）。 

本検討では既存の研究を応用発展させ，この新しい設

計法を鉄道用合成桁のうち，近年多く設計・架設されて

いる連続合成桁に適用した場合の合理化効果について検

証することを目的として，各種設計法を用いた試設計に

よる検討を行うこととした。 

 

2. 各設計法における断面の照査方法 

本検討においては，連続合成桁の支間中央における正

曲げ断面を検討対象とし，①許容応力度設計法 7)，②限

界状態設計法 8），③コンパクト断面 1)2)，3 つの設計法を

用いた試設計検討を行った。 

許容応力度設計法と限界状態設計法については，それ

ぞれの設計法を用いた設計基準 7)8) に従い断面の照査を

行った。以下においては，コンパクト断面を用いた設計

法について，支間中央断面の主な決定要因である曲げモ

ーメントに対する照査方法を示す。 

コンパクト断面を用いた設計法による断面耐力は，断

面区分により算出方法が異なる。部材の断面は最大幅厚

比，すなわち局部座屈に対する抵抗能力によって，コン

パクト断面，ノンコンパクト断面，スレンダー断面の 3

種類に区分される。コンパクト断面とは，鋼合成構造標

準示方書 1)においては，局部座屈が生じること無く全塑

性に到達することが出来る断面と定義され，式(1)に示す

判定式を満足することとしている。本検討においても式

(1)を満足させるものとした。 
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 （ただし，α ൏ 0.4） (1) 

ここで，bw，twは各々鋼げた腹板の純高さと板厚，αは

合成桁断面の塑性中立軸の位置を定義するパラメータ，
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Eは鋼のヤング係数，fyは鋼材の降伏強度の規格値を示す。 

コンパクト断面の設計曲げ耐力は，部材断面が全塑性

に至る曲げモーメントである。図－1 に示す応力分布を

仮定して塑性中立軸 Dcp を求め，塑性中立軸回りの曲げ

モーメントの合計により全塑性曲げモーメントが得られ

る。図－1 に示す記号は，bw，tw は各々鋼げた腹板の純

高さと板厚，f’cd はコンクリートの設計圧縮強度，αは

合成桁断面の塑性中立軸の位置を定義するパラメータ，

Mpl は全塑性曲げモーメント，fyは鋼材の降伏強度の規格

値を示す。本検討の照査に用いる設計曲げ耐力 Mudは，

鋼・合成構造標準示方書 1)および道路橋における検討事

例 5)を参照し，Eurocode の規定による全塑性曲げモーメ

ント Mpl の 0.9 倍と，AASHTO の規定による降伏モーメ

ント Myの 1.3 倍のうち小さい方に対して部材係数γbを

考慮して求めるものとした。本検討においては設計法の

違いによる合理化効果の検証を目的としているため，部

材係数γbを含み，すべての安全係数は限界状態設計法 8）

と同値を用いた。 

降伏モーメント My は道路橋における検討事例 5)を参

照し以下の式(2)～(4)により求めるものとした。 
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ここで，MD1 は合成前死荷重による曲げモーメント，MD2

は合成後死荷重による曲げモーメント，MADは降伏曲げ

モーメントに達するための付加モーメント，WNC は鋼桁

断面の断面係数，WLT は合成断面の断面係数（ヤング係

数比は合成後死荷重より n=21），WST は合成断面の断面

係数（ヤング係数比は付加モーメント用として n=7），Fy

は材料の設計降伏強度を示す。 

コンパクト断面の曲げモーメントの照査式は，以下に

示す限界状態設計法 8）と同じ式(5)を用いた。設計曲げモ

ーメント Mdも限界状態設計法 8）と同じ値を用いるもの

とした。 

ௗܯ・ߛ ⁄௨ௗܯ ≦ 1.0 (5) 

ここで，γi は構造物係数，Mdは設計曲げモーメント（設

計応答値），Mud は設計曲げ耐力（設計限界値）である。 

なお，鋼とコンクリートの合成断面に考慮する内部応

力については，参考文献 7) 8)より，クリープの影響は

n=21，コンクリートの収縮は n=17.5，鋼とコンクリート

の温度差は n=7 を見かけのヤング係数比として用いた。 

 

3. 試設計による検討 

本検討においては，最近の施工実績から図－2～4 に示

す 3 橋を対象として，連続合成桁の支間中央における断

面検討を行うものとした。 

3.1 検討対象橋梁の概要 

A 橋は総支間長 136.4m（30.2m＋38m＋38m＋30.2m）

の 4 径間連続合成桁（複線 2 主形式，正曲げ範囲は U 断

面，負曲げ範囲は箱断面，新幹線荷重），B 橋は総支間長

118.4m（39.2m＋40m＋39.2m）の 3 径間連続合成桁（複

線 2 主 I 桁形式，在来線電車荷重），C 橋は総支間長 403m

（98.5m＋103m＋103m＋98.5m）の 4 径間連続合成桁（複

線 1 主箱桁形式，新幹線荷重）である。 

3.2 設計荷重と組合せ 

本検討に用いた設計荷重と組合せおよび作用係数を

表－1 に示す。許容応力度設計法と限界状態設計法はそ

れぞれの設計基準 7) 8)によるものとした。 

 
図－2 A 橋の支間中央断面図   図－3 B 橋の支間中央断面図    図－4 C 橋の支間中央断面図 

 

 
図－1 コンパクト断面における全塑性モーメ

ント時の 

表－1 設計荷重と組合せおよび作用係数 

 

死荷重 D 
列車 

荷重 

L 

衝撃 

荷重 

I 

乾燥

収縮

SH

温度

差 

T 

合成前 

合成後 
鋼 

コンク

リート

許容応力度 

設計法 
1.0 

1.0 1.0 
1.0 1.0

(1.125) 

限界状態 

設計法 
1.0 1.1 

1.0 

1.2 

1.1 1.1 
1.0 1.0

(1.23) 
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限界状態設計法における死荷重は合成前死荷重と合

成後死荷重に分類し，合成前死荷重のうち鋼桁の自重に

対する作用係数は1.0，コンクリート床版の自重に対する

作用係数は1.1としている。合成後死荷重は，橋面上の地

覆や防音壁やレール等の軌道の重量として，作用係数は

1.0としているが，将来の変動を考慮していない場合にお

いては1.2を用いるものとしている。 

列車荷重は A 橋と C 橋は新幹線荷重 P-16，B 橋は在来

線電車荷重M-16を用いており，16は 1軸重が 160kN（16tf）

であることを示しているが，車両内の座席配置や利用状

況に配慮して，新幹線荷重は定員乗車状態を，在来線電

車荷重は最大乗車状態での軸重を示している。そのため，

新幹線荷重については，許容応力度設計法では作用修正

係数ρf として 18t/16t=1.125 を，限界状態設計法では最

大 350%乗車であることから 1.23 を用いて最大荷重への

補正を行っている。 

道路橋における検討事例 5)においては，供用期間中の

最大作用を表現するため，死荷重に対して作用係数 1.3，

活荷重に対して作用係数 2.0 を用いているが，本検討で

は設計法の違いによる合理化効果の検証を目的としてい

ることから，本検討のコンパクト断面の算定においては

限界状態設計法と同じとした。 

衝撃荷重を算出する際に用いる衝撃係数は，参考文献

8)において共振が生じないことを前提とした算出式を用

いているため，本検討では施工事例における計算結果を

元に，前提条件を満足する断面とした。 

3.3 試設計結果 

A 橋の試設計結果を表－2 に，B 橋の試設計結果を表

－3 に，C 橋の試設計結果を表－4 に示す。表－2～4 に

示す断面形状は，それぞれの設計法により求められた形

状を示している。せん断力の小さい支間中央部であるこ

とから，腹板厚は幅厚比によって求められる最小板厚を

採用し，フランジ厚についてはそれぞれの設計法によっ

て決定する板厚を求めた。なお，いずれの断面形状にお

いても，その他の設計法で計算した結果も記載している。 

A 橋の上フランジは，板要素による最小板厚が 16mm

であり，フランジ幅はずれ止めと合成床版を配置するた

めの最小幅から決定しているため 3 つの設計法にて大き

な板厚差は生じていない。一方で，下フランジについて

は表－2 に示す通り 3 つの設計法にて大きな板厚の変化

が確認出来た。 

B 橋と C 橋は表－3，4 に示す通り，上下フランジとも

に 3 つの設計法にて大きな板厚の変化が確認出来た。 

コンパクト断面で決定した断面形状を用いた許容応

力度設計法による計算結果に着目すると，表－2～4 より

3 橋ともに許容応力度を超過している場合においても，

発生応力度は材料強度の特性値以下であり，設計曲げモ

ーメントは降伏モーメントより小となっていることから，

安全率を考慮しない場合は塑性化していない状況である

ことが分った。 

3 橋におけるコンパクト断面を採用した場合の鋼重低

減効果（鋼断面積の低減比）を表－2～4 に示す。検討断

面に着目すると許容応力度設計法と比較した場合は約

20%，限界状態設計法と比較した場合は約 10%となった。

連続合成桁全長で見た場合，連続桁の中間支点は断面算

定において引張側のコンクリートを無視した手法を用い

 

表－2 A 橋の支間中央断面の計算結果総括表 

 

- 1029 -



ることが多く，圧縮側となる下フランジにはコンクリー

トが配置されないことからコンパクト断面の採用は出来

ないものとし，鋼重低減効果は，正曲げ範囲の延長×鋼

断面積の低減比／橋梁全長，より求めた。許容応力度設

計法と比較した場合は約 10%，限界状態設計法と比較し

た場合は約 5%と減少する。 

3.4 合理的な断面構成の検討 

塑性中立軸がコンクリート床版内にある場合，床版上

縁から塑性中立軸の高さは式(6)で求めることが出来る。 

＝݈ݔ ௌܰ/ሺ0.85 ൈ ݂ᇱௗ ൈ  ሻ  (6)ܤ

ここで，xpl は床版上縁から塑性中立軸までの高さ，NS

は鋼桁の全塑性軸力の合計値，f’cd はコンクリートの設

計基準強度，B はコンクリート床版の幅を示す。 

コンクリート床版の幅 B は設計条件（鉄道を運行させ

るために必要な最小幅）であるため，床版上縁から塑性

中立軸までの高さ xpl は，式(6)より鋼桁の全塑性軸力の

 

表－3 B 橋の支間中央断面の計算結果総括表 

 
 

表－4 C 橋の支間中央断面の計算結果総括表 
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合計値 NS に比例し，コンクリートの設計基準強度 f’cd

に反比例することが分る。 

全塑性モーメントは断面内の部位ごとに，塑性中立軸

からの距離×断面積×設計強度を求めた合計値である。

例として A 橋での全塑性モーメントの算出結果を表－5

に示す。A は各部位の断面積，y は塑性中立軸から各部

位重心までの距離，σは各部位の降伏強度，P は A×σ

で求められる各部位の全塑性軸力，Mrは y×P で求めら

れる各部位の全塑性モーメントを示す。塑性中立軸から

の距離が大きい腹板および下フランジが全塑性モーメン

トの約 9 割を締め，圧縮側となるコンクリート床版は全

塑性モーメントの 1 割程度の内訳となっている。 

したがって，全塑性モーメントを向上させる合理的な

断面構成とは，床版上縁から塑性中立軸までの高さ xpl

を最小とし，引張側までの距離を大きく保つ断面構成だ

と考えられる。また，コンクリート強度を向上させるこ

とで床版上縁から塑性中立軸までの高さを縮小すること

も一つの方法として挙げられる。 

そこで，腹板高をパラメータとし，塑性中立軸の位置

と鋼断面積に着目した検討を行った。また，コンクリー

トの設計基準強度をパラメータとした検討を行った。 

(1) 腹板高をパラメータとした検討 

上フランジは塑性中立軸に近い位置にあり全塑性モ

ーメントへの影響が小さいことからいずれも同じ厚さを

用いるものとし，腹板高を変化させて照査を満足出来る

下フランジ厚を求めた。なお，腹板高を変化させた場合，

最大幅厚比（＝腹板高/腹板厚）は 250 以下 8)を満足する

板厚とした。 

A橋およびB橋の腹板高－鋼断面積の関係を図－5に，

腹板高－塑性中立軸の関係を図－6 に示す。また，C 橋

の腹板高－鋼断面積の関係を図－7 に，腹板高－塑性中

立軸の関係を図－8 に示す。 

A 橋と B 橋は，基準断面（A 橋の腹板高は 1483mm，

B 橋の腹板高は 2350mm）より腹板高が高くなる場合，

図－5 より鋼断面積は増加する傾向を示し，図－6 より

塑性中立軸の位置は床版下縁側に動いている。 

基準断面より腹板高が低くなる場合，全塑性モーメン

トを確保するため下フランジを増厚する必要が生じる。

鋼断面積に着目すると腹板高の減少に比べて下フランジ

の増加が顕著であるため，図－5 より鋼断面積は増加す

る結果となった。鋼断面積が大きくなれば，鋼桁の全塑

性軸力の合計値が大きくなり，図－6 より塑性中立軸の

位置は下がることが分る。 

図－5 より鋼断面積が最小となる腹板高は基準断面で

 

表－5 A 橋の全塑性モーメントの算出表 

 

 

図－5 A 橋および B橋，腹板高－鋼断面積 

 

図－6 A 橋および B橋，腹板高－塑性中立軸の高さ

 

 

図－7 C 橋，腹板高－鋼断面積 

 

図－8 C 橋，腹板高－塑性中立軸の高さ 
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あり，図－6 より床版上縁から塑性中立軸の高さも基準

断面が最小値を示す。したがって，コンパクト断面を採

用した場合の合理的な腹板高さについては，限界状態設

計法を用いた場合と同程度であると考えられる。 

一方で，C 橋は図－7 より基準断面（腹板高は 4000mm）

の鋼断面積が最大となっている。図－7 より鋼断面積が

最小となる腹板高は 5000mm であり，図－8 より床版上

縁から塑性中立軸の高さも腹板高 5000mm が最小値を示

す。限界状態設計法において，鉄道用連続合成桁支間中

央断面の最適腹板高さは 1/20～1/259)と言われているが，

施工事例においては周辺条件等から腹板高 4000mm（腹

板高支間長比 1/24.6）で計画されており，図－7，図－8

で得られた腹板高とは異なっている。しかし，腹板高

5000mm（腹板高支間長比 1/19.7）は概ね 1/20 であり，

限界状態設計法における最適腹板高さと近い値を示す。 

 (2) コンクリート強度をパラメータとした検討 

A 橋および B 橋に用いているコンクリート強度は

f'ck=27N/mm2，C 橋に用いているコンクリート強度は

f'ck=35N/mm2 である。そこで，本検討に用いるコンクリ

ート強度として，参考文献 8)に規定されている最大強度

の f'ck=40N/mm2，参考文献 3)に記載のある最大強度の

f'ck=80N/mm2 を用いるものとした。検討結果を表－2～4

に示す。 

A 橋はコンパクト断面の検討結果より，設計曲げ耐力

が降伏モーメント×1.3 で決定していることから，表－2

に示す通りコンクリート強度を向上させても設計曲げ耐

力の変化は無い。 

B 橋の f'ck=40N/mm2の場合は，コンクリート強度を向

上させることで全塑性モーメントが若干向上し，設計曲

げ耐力の向上が図れることから，表－3 に示す通り下フ

ランジは27mmとなった。B橋の f'ck=80N/mm2の場合は，

コンクリート強度を向上させることで全塑性モーメント

が向上するが，設計曲げ耐力が降伏モーメント×1.3 で決

定するため，f'ck=40N/mm2 の場合と同様に下フランジは

27mm となった。 

C 橋はコンクリート強度を向上させることで全塑性モ

ーメントが向上し，設計曲げ耐力の向上が図れることか

ら，表－4 に示す通り f'ck=40N/mm2 の場合は下フランジ

が 31mm となった。また，f'ck=80N/mm2 の場合は下フラ

ンジが 28mm となり，塑性中立軸の位置が床版内に入っ

た。鋼桁の全塑性軸力の合計値が大きい場合においてコ

ンクリート強度の向上は有効な方法であると考えられる。 

 

4. まとめ 

本検討では，合成桁断面に塑性化を許容する設計法

（コンパクト断面）を採用した場合について，従来設計

法との比較検討，腹板高およびコンクリート強度をパラ

メータとした検討を行い，その合理化効果の確認を行っ

た。本検討の結果を以下にまとめる。 

(1) 許容応力度設計法との比較において，コンパクト

断面を採用した場合の鋼重低減効果は，検討断面に対し

て約 20%，連続桁全長に対して約 10%程度の合理化効果

が得られる可能性が確認出来た。 

(2) 限界状態設計法との比較において，コンパクト断

面を採用した場合の鋼重低減効果は，検討断面に対して

約 10%，連続桁全長に対して約 5%程度の合理化効果が

得られる可能性が確認出来た。 

(3) 連続合成桁の検討断面における鋼重低減効果は，

単純合成桁での検討結果 6)とほぼ同程度であり，単純桁

と連続桁の形式による違いは少ないものと考えられる。 

(4) コンパクト断面を採用した場合，塑性中立軸の位

置を床版上縁に近づける断面構成（腹板高）が鋼重最小

となることが分った。 

(5) 鋼重が最小となる腹板高は，限界状態設計法で得

られる最適腹板高とほぼ同等であることが分った。 

(6) コンクリート強度を向上させる方法は設計曲げ耐

力が全塑性モーメント×0.9 で決定する場合，鋼桁の全塑

性軸力の合計値が大きい場合に有効であることが分った。 
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